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答   申 

 

審査請求人（以下「請求人」という。）が提起した 地方税法（以下

「法」という。）及び東京都都税条例（昭和２５年東京都条例第５６号。以

下「条例」という。）の規定に基づく不動産取得税賦課処分に係る審査請

求について、審査庁から諮問があったので、次のとおり答申する。  

 

第１  審査会の結論  

   本件審査請求は、棄却すべきである。  

 

第２  審査請求の趣旨  

本件審査請求の趣旨は、東京都○○都税事務所長（以下「処分庁」

という。）が、請求人に対し、平成３０年１２月７日付けの納税通知

書により行った別紙１物件目録記載の各土地（以下「本件各土地」と

いう。）の取得に係る不動産取得税賦課処分（以下「本件処分」とい

う。本件処分の内容は、別紙２処分目録記載のとおり）について、そ

の取消しを求めるというものである。  

 

第３  請求人の主張の要旨  

請求人は、おおむね以下の理由から、本件処分の違法性又は不当性

を主張している。  

１  本件地裁判決によれば、原告（請求人）は民法９４条２項類推適

用により、○○ではなく○○から本件各不動産の所有権を取得する

としており、所有権の取得時期は、内金８億円を支払った平成２２

年１２月２７日ではなく、本件契約書の締結時であるとしている。  

また、本件和解調書では、請求人がいつ所有権を取得したのかに

ついて明言されていないが、和解条項には、「現在の」法律関係を
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認める、被控訴人（請求人）に所有権が「あること」としており、

本件地裁判決と矛盾しない。  

したがって、請求人と○○又は○○らとの関係では、本件各土地

の所有権移転時期は、本件契約書の締結時である平成２２年１０月

２８日であり、本件処分がされた日まで８年以上経過しているか

ら、処分庁の租税債権はすでに５年の消滅時効にかかっている。  

２  また、請求人と○○との関係では、詐害行為取消権の効果は相対

的であるから、別訴地裁判決による２４年補足合意書の取消しは影

響を受けない。そうすると、本件各土地の所有権は、請求人と○○

との関係では、平成２４年補足合意書によって平成２４年４月２５

日に移転している。そして、本件処分がされた日まで６年以上経過

しているから、処分庁の租税債権はすでに５年の消滅時効にかかっ

ている。  

３  したがって、請求人と○○又は○○らとの関係でも、請求人と○

○との関係でも、いずれも処分庁の請求人に対する租税債権は時効

消滅している。  

 

第４  審理員意見書の結論  

本件審査請求は理由がないから、行政不服審査法４５条２項の規定

を適用して、棄却すべきである。  

 

第５  調査審議の経過  

審査会は、本件諮問について、以下のように審議した。  

年  月  日  審  議  経  過  

令和元年６月２０日  諮問  

令和元年７月２３日  審議（第３５回第４部会）  

令和元年８月２７日  審議（第３６回第４部会）  
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第６  審査会の判断の理由  

   審査会は、請求人の主張、審理員意見書等を具体的に検討した結

果、以下のように判断する。  

 １  法令等の定め及び判例等  

  ⑴  「不動産の取得」に関する定め、判例等  

    法７３条の２第１項の規定によれば、不動産取得税は、不動産の

取得に対し、当該不動産の取得者に課することとされている。  

    また、判例によれば、法７３条の２にいう「不動産の取得」と

は、他に特段の規定がない以上、不動産所有権の取得を意味するも

のと解するのが相当であり、その取得が認められる以上、取得原因

のいかんを問わないものと解すべきであるとされている（最高裁判

所昭和４５年１０月２３日判決・最高裁判所裁判集民事１０１号１

６３頁）。  

 さらに、地方自治法２４５条の４の規定に基づく技術的な助言で

ある「地方税法の施行に関する取扱いについて（道府県税関係）」

（平成２２年４月１日付総税都第１６号総務大臣通知。以下「取扱

通知」という。）によれば、不動産の取得の時期は、契約内容その

他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められるとき

によるものであり、所有権の取得に関する登記の有無は問わないも

のであるとされている（第５章・第１・３・⑶）。  

  ⑵  不動産取得税の課税標準に関する定め  

    法７３条の１３第１項によれば、不動産取得税の課税標準は、不

動産を取得した時における不動産の価格とするものとされており、

条例４１条においては、不動産取得税は、不動産の取得に対し、不

動産を取得した時における不動産の価格を課税標準として、当該不

動産の取得者に課するとしている。  

    また、法７３条の２１第１項本文によれば、固定資産課税台帳に

固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格によ

り当該不動産に係る不動産取得税の課税標準となるべき価格を決定
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するものとされている。  

    この課税標準につき、本件各土地の取得時点において効力を有す

る特例規定である法附則１１条の５第１項によれば、宅地評価土地

を取得した場合における当該土地の取得に対して課する不動産取得

税の課税標準は、法７３条の１３第１項の規定にかかわらず、当該

土地の価格の２分の１の額とするとされており、条例４１条及び附

則６条１項及び２項にも同趣旨の特例規定が置かれている。  

  ⑶  不動産取得税の税率及び端数計算に関する定め  

    不動産取得税の標準税率は、法７３条の１５の規定により１００

分の４と、東京都において課する不動産取得税の税率は、条例４２

条の規定により１００分の４とされているところ、これらの各規定

に対する本件取得時点における特例として、法附則１１条の２の規

定により、標準税率は１００分の３とされ、条例附則５条の３第１

項の規定により、東京都において課する税率は、１００分の３とさ

れている。  

    法２０条の４の２第１項によれば、課税標準額を計算する場合に

おいて、その額に千円未満の端数があるときは、その端数金額を切

り捨てるとされている。  

    同条第３項によれば、税の確定金額に百円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨てるとされている。  

  ⑷  不動産取得税の賦課決定の期間制限に関する定め  

    不動産取得税の賦課決定は、法１７条の５第５項の規定により、

法定納期限（同条１項括弧書きにより、不動産取得税を課すること

ができることとなった日）の翌日から起算して５年を経過した日以

後においては、することができないとされている。そして、取扱通

知によれば、不動産取得税を課することができることとなった日の

翌日から起算して５年を経過した日以後はすることができないとさ

れている（第１章・第１１・４６・⑴）。  

 ２  本件処分について  
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  ⑴  請求人による本件各土地の取得について  

    本件和解調書の内容からすれば、請求人は、本件和解に基づき、

本件各土地の所有権を取得したことが認められる。そして、取扱通

知によれば、不動産取得税における不動産の取得の時期は、契約内

容その他から総合的に判断して現実に所有権を取得したと認められ

るときによるとされているところ（上記１・⑴）、本件和解に至る

経緯及び本件和解調書の内容（所有権の取得時期は明記されていな

いものの、「以下の現在の法律関係（請求人に所有権があること

等）を認める」と規定されている。）からすれば、請求人は本件和

解調書の期日（平成３０年１月２２日）に本件各土地を現実に取得

したと判断するのが相当である。  

したがって、処分庁が、平成３０年１月２２日を本件各土地の取

得日として、本件処分を行ったことに違法又は不当な点はない。  

  ⑵  本件処分に係る税額の算定について  

   ア  本件処分に係る課税標準について  

     法及び条例によれば、不動産取得税の課税標準は、不動産を取

得した時における不動産の価格によるとされ（固定資産課税台帳

に固定資産の価格が登録されている不動産については、当該価格

による。）、当該土地が宅地評価土地である場合において当該取

得に対して課する不動産取得税の課税標準は、当該土地の価格の

２分の１の額とするとされている（上記１・⑵）ところ、本件各

土地の場合、固定資産課税台帳に登録された価格は、それぞれ別

紙２の表ａのとおりであり、本件各土地を取得した場合に課せら

れる課税標準は、別紙２の表ａの価格にそれぞれ２分の１を乗じ

て得た別紙２の表ｃの合計額の千円未満を切り捨てた額（上記

１・⑶）である２６９，１０８，０００円となる。  

   イ  本件処分に係る税額について  

     法及び条例によれば、東京都における不動産取得税の税率は、

１００分の３とされていることから、本件処分に係る税額は、課
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税標準額に１００分の３を乗じて得た額（上記１・⑶）である

８，０７３，２００円（１００円未満切捨て）となる。  

   ウ  以上によれば、本件処分に係る税額の算定に違算等の事実は認

められず、本件処分に違法・不当な点を認めることはできない。  

３  請求人の主張について  

 請求人は、前記第３のとおり、本件地裁判決は、請求人による所有

権の取得時期を本件契約書の締結時（平成２２年１０月２８日）とし

ており、本件和解調書の内容もこれと矛盾しないから、本件各土地の

所有権移転時期は平成２２年１０月２８日であり、処分庁の租税債権

はすでに５年の消滅時効にかかっている旨主張する。  

  しかしながら、本件地裁判決の判断は結局確定しないまま、本件和

解に至ったものであり、本件和解調書の内容からすれば、本件各土地

の所有権の取得時期は、本件和解調書の期日（平成３０年１月２２日）

と判断することが相当であることは上記２・⑴のとおりである。  

本件和解の内容について付言すれば、本件各土地等について○○と

○○との売買契約（第１売買契約）や請求人と○○との売買契約（第

２売買契約）をめぐって複数の訴訟が継続していたが、本件訴訟（請

求人と○○らとの本件各土地等の不動産明渡訴訟）の控訴審（東京高

裁平成２９年（ネ）第○○号事件）において、請求人と○○らとの間

で最終的解決が図られたものと認められる。  

本件和解調書によれば、第１項（要旨）では、被控訴人（請求人）

は控訴人ら（○○ら）に対しそれぞれ金１３２５万４３２２円（計２

６５０万８６４４円）の支払義務があることを認めるとし、第２項で

は、控訴人ら（○○ら）に前項の金員から各７５０万円を平成３０年

１月２３日限り支払うとし、第４項では、被控訴人（請求人）は、平

成３０年１月２４日限り東京地方裁判所平成２９年（ル）第○○号債

権差押命令申立事件を取り下げるとし、第６項では、控訴人ら（○○

ら）は第２項の金員を受領し、被控訴人（請求人）が第４項の期日ま

でに同項の申立てを取り下げたときは、被控訴人（請求人）に所有権
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があることを認めると合意している。なお、第１項の２６５０万８６

４４円は、第２売買契約に基づく最終の未払残代金額に相当し、残代

金支払時期は、第２売買契約において所有権移転時期とされていたも

のである。また、第７項では、約定通り控訴人ら（○○さんら）が第

２項の金員を受領し、被控訴人（請求人）が第４項の申立てを取り下

げたときは、控訴人ら（○○さんら）は被控訴人（請求人）に対し第

１売買契約のうち本件各土地に関する契約上の地位を譲渡する旨合意

している。    

このような本件和解に至る経緯及び本件和解条項によれば、請求人

は、本件和解によって本件各土地の所有権を取得したものと解するの

が相当である。  

そして、不動産取得税の期間制限（法１７条の５第５項）は、不動産

の取得があった日から５年を経過した日以後であるから（上記１・

⑷）、平成３０年１２月７日付けでなされた本件処分が違法なものであ

るといえないことは明らかである。  

したがって、請求人の主張には理由がない。  

４  請求人の主張以外の違法性又は不当性についての検討  

その他、本件処分に違法又は不当な点は認められない。  

 

以上のとおり、審査会として、審理員が行った審理手続の適正性や法令

解釈の妥当性を審議した結果、審理手続、法令解釈のいずれも適正に行わ

れているものと判断する。  

 よって、「第１  審査会の結論」のとおり判断する。  

 

（答申を行った委員の氏名）  

松井多美雄、宗宮英俊、大橋真由美  

 

別紙１及び別紙２（略）  


